
寒河江市立小中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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寒河江市教育委員会規則第３号 

 

寒河江市立小中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

寒河江市立小中学校管理規則（昭和３２年教育委員会規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

第１２条中第１７号を第１８号とし、第８号から第１６号までを１号ずつ繰り

下げ、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 事務専門員 

第１２条の２の表中 

「 

事務総括 校長を助けて事務を総括し、及び特に困難な事務をつか

さどる。 

」を 

「 

事務総括 校長を助けて事務を総括し、及び特に困難な事務をつか 



 さどる。 

事務専門員 校長を助けて事務を総括し、及び特に困難な事務をつか

さどる。 

」に 

改める。 

様式第１号から様式第５号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


